
   令和４年度川西町原油価格・物価高騰対策交付金交付要綱 

 

（目的及び交付） 

第１条 町長は、原油価格や物価の高騰の影響を受け経営環境が悪化している

事業者に対し支援を行うため、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する規則（昭和４４年規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付す

るものとする。 

（交付対象者) 

第２条 交付金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次

の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と

認める者についてはこの限りでない。 

⑴ 基準日（令和４年７月１日をいう。）において、川西町に住所を有する

個人事業主又は本店若しくは主たる事務所の所在地を川西町内として登記

している法人である者。ただし、主たる業種が日本標準産業分類（平成２

５年総務省告示第４０５号）中の中分類において農業、漁業、郵便局、協

同組合、政治・経済・文化団体、宗教である者は除く。 

⑵ 令和３年分の別表１に挙げる経費（以下「対象経費」という。）の合計

額が５０万円以上であること。 

⑶ 対象経費の合計額が令和３年分の売上高の１０パーセント以上であるこ

と。 

⑷ 申請日現在において、町税等に滞納がなく必要な申告義務を怠っていな

い者。 

⑸ 川西町暴力団排除条例（平成２４年条例第７号）第２条第１号から第３

号までに定める暴力団、暴力団員及び暴力団等に該当しない者。 

⑹ 引き続き事業を継続する意思を有している者。 

２ 前項ただし書きに規定する町長が特に必要と認める者については、第２号

から第６号までの要件のほか、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。 

⑴ 基準日において、住所を町外に有する事業者のうち町内のみに事業所を

有し、事業を行っている者。ただし、主たる業種が日本標準産業分類中の

中分類において農業、漁業、郵便局、協同組合、政治・経済・文化団体、

宗教である者は除く。 

⑵ 川西町民を１人以上雇用している者。 

⑶ 住所を有する市町村において、該当する支援策がない者。 

３ 交付金の交付は同一の申請者に対して一度に限るものとする。 

（交付金の額） 

第３条 交付金の額は、別表２のとおりとする。 

（交付金の交付申請） 

第４条 交付対象者が、交付金の交付を受けようとするときは、規則第４条の

規定にかかわらず次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

⑴ 令和４年度川西町原油価格・物価高騰対策交付金交付申請書（様式１。

以下「交付申請書」という。） 

⑵ 交付金該当確認書（様式２） 

⑶ 交付申請書に定める添付書類 



⑷ その他町長が必要と認める書類 

（交付決定及び額の確定） 

第５条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、規則第

５条の規定にかかわらずその内容を審査し、交付金交付の可否について決定

し、交付対象者に対し令和４年度川西町原油価格・物価高騰対策交付金交付

決定通知書及び額の確定通知書（様式３）により通知するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 第４条の規定による交付申請書の提出をもって、規則第１３条の規定

に定める実績報告に代えるものとする。 

（交付金の返還） 

第７条 町長は、交付金の交付を受けた者が虚偽又は不正な方法によって交付

を受けたと認めるとき、又は第２条第２項の要件に該当し交付金の交付を受

けた者が、住所を有する市町村において当該年度中に実施する本交付金と目

的を同様とする支援に該当する場合には、既に交付した交付金の全部又は一

部について期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（その他）  

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

 

附 則 

 この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

勘定科目 対象とする経費 

水道光熱費 

電気料、上下水道料、ガソリン代、軽油代、ガス代 

灯油代、重油代 

動力費 

燃料費 

車両費 

車両関係費 

旅費交通費 

その他の科目 

 

別表２ 

区分 対象経費の合計額 交付金額 

１ ５０万円以上１００万円未満 ５万円 

２ １００万円以上３００万円未満 １５万円 

３ ３００万円以上６００万円未満 ３０万円 

４ ６００万円以上 ６０万円 

 


